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都
道
府
県
に
お
け
る 

住
民
投
票
実
施
の
課
題

市
町
村
レ
ベ
ル
で
は
、
多
く
の
住
民
投
票
条
例
が

全
国
で
制
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
都
道
府
県
レ
ベ
ル
の

住
民
投
票
条
例
に
な
る
と
、
管
見
の
限
り
、
先
に
取

り
上
げ
た
、
日
米
地
位
協
定
の
見
直
し
及
び
基
地
の

整
理
縮
小
に
関
す
る
県
民
投
票
条
例
、
辺
野
古
米
軍

基
地
建
設
の
た
め
の
埋
立
て
の
賛
否
を
問
う
県
民
投

票
条
例
、
常
設
型
の
住
民
投
票
条
例
で
あ
る
鳥
取
県

民
参
画
基
本
条
例
く
ら
い
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
、
都
道
府
県
の
住
民
投
票
条
例
が
少

な
い
の
は
、
主
に
、
実
施
に
お
け
る
技
術
的
課
題
が

原
因
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。す
な
わ
ち
、

都
道
府
県
が
投
票
を
実
施
す
る
場
合
、
投
票
者
名
簿

の
調
製
、
各
投
票
所
で
の
投
開
票
事
務
従
事
者
や
投

開
票
所
の
会
場
の
確
保
、
投
票
箱
・
投
票
記
載
台
・

計
数
機
な
ど
の
投
開
票
資
機
材
の
調
達
が
必
要
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
市
町
村
の
協
力
が
不
可
欠
で
す
。

こ
の
場
合
、市
町
村
の
協
力
を
得
る
方
法
と
し
て
、

①
条
例
に
よ
る
事
務
処
理
特
例
制
度
（
自
治
法
第

２
５
２
条
の
17
の
２
）、
②
同
法
第
２
５
２
条
の
14

に
定
め
る
事
務
の
委
託
（
同
法
第
２
５
２
条
の
14
）、

③
事
務
の
代
替
執
行（
同
法
第
２
５
２
条
の
16
の
２
）

の
三
つ
の
方
法
が
あ
り
ま
す
。

ま
ず
、
条
例
に
よ
る
事
務
処
理
特
例
制
度
に
つ
い

て
で
す
。
戦
後
最
大
の
分
権
改
革
を
目
的
と
し
て
制

定
さ
れ
た
地
方
分
権
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法

律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
11
年
法
律
第
87

号
）
の
施
行
に
よ
り
、
国
・
都
道
府
県
・
市
町
村
の

事
務
処
理
権
限
が
明
確
に
区
分
さ
れ
、
国
の
事
務
及

び
都
道
府
県
の
事
務
を
そ
れ
ぞ
れ
の
下
請
け
機
関
と

し
て
処
理
す
る
、
い
わ
ゆ
る
、
機
関
委
任
事
務
は
廃

止
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
市
町
村
は
、
自
ら

の
地
域
に
お
け
る
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
そ
う
し
た
状
況
に
あ
っ
て
、
都
道
府
県
に
属

〜公共政策立案に必要な法的知識の修得を目指して〜

第53回

自治体職員のための政策法務入門

鹿児島大学教授
宇那木正寛

連
載

今
回
の
ポ
イ
ン
ト

住
民
自
治
を
拡
充
す
る
た
め
の
手
法
の
一
つ
と
し

て
住
民
投
票
が
あ
り
ま
す
。
近
年
、住
民
投
票
は
、

自
治
体
に
お
け
る
二
元
代
表
制
を
補
う
制
度
と
し

て
、
積
極
的
評
価
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で

前
回
に
続
き
、
住
民
投
票
制
度
の
現
状
と
課
題
に

つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
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住民投票制度の現状と課題③
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す
る
事
務
を
、
都
道
府
県
の
判
断
に
よ
り
、
あ
る
い

は
市
町
村
側
の
要
望
に
よ
り
市
町
村
に
そ
の
処
理
権

限
を
委
譲
し
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
市
町
村
の
事

務
と
し
て
分
配
す
る
狙
い
で
制
度
化
さ
れ
た
の
が
、

条
例
に
よ
る
事
務
処
理
特
例
制
度
で
す
。

条
例
に
よ
る
事
務
処
理
特
例
制
度
の
対
象
と
な
る

事
務
は
、
法
令
の
明
文
規
定
に
よ
り
又
は
法
令
の
趣

旨
・
目
的
か
ら
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

を
除
き
、
原
則
と
し
て
都
道
府
県
知
事
の
権
限
に
属

す
る
全
て
の
事
務
が
対
象
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
法

令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
都
道
府
県
の
独
自
の
事

務
も
含
ま
れ
ま
す
。

条
例
に
よ
る
事
務
処
理
の
特
例
に
よ
り
市
町
村
が

処
理
す
る
こ
と
と
な
っ
た
事
務
は
、
当
該
市
町
村
の

長
が
管
理
し
、執
行
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す（
自

治
法
第
２
５
２
条
の
17
の
２
第
１
項
）。こ
れ
に
伴
っ

て
当
該
事
務
に
つ
い
て
都
道
府
県
知
事
は
そ
の
権
限

を
失
い
、
当
該
市
町
村
長
は
自
己
の
名
と
責
任
に
お

い
て
そ
の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

【
地
方
自
治
法
】

（
条
例
に
よ
る
事
務
処
理
の
特
例
）

第
２
５
２
条
の
17
の
２　

都
道
府
県
は
、
都
道
府

県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
、
条

例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
が
処
理

す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
は
、
当
該
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と

と
さ
れ
た
事
務
は
、
当
該
市
町
村
の
長
が
管
理

し
及
び
執
行
す
る
も
の
と
す
る
。

２　

前
項
の
条
例
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府

県
の
規
則
に
基
づ
く
事
務
を
市
町
村
が
処
理
す

る
こ
と
と
す
る
場
合
で
、
同
項
の
条
例
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
規
則
に
委
任
し
て
当
該
事

務
の
範
囲
を
定
め
る
と
き
は
、
当
該
規
則
を
含

む
。
以
下
本
節
に
お
い
て
同
じ
。）
を
制
定
し
又

は
改
廃
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
知

事
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
権
限
に
属
す
る
事

務
の
一
部
を
処
理
し
又
は
処
理
す
る
こ
と
と
な

る
市
町
村
の
長
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

市
町
村
の
長
は
、そ
の
議
会
の
議
決
を
経
て
、

都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
第
１
項
の
規
定
に
よ

り
そ
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
当
該
市

町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
よ
う
要
請
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

４　

前
項
の
規
定
に
よ
る
要
請
が
あ
つ
た
と
き

は
、
都
道
府
県
知
事
は
、
速
や
か
に
、
当
該
市

町
村
の
長
と
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

県
民
投
票
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
、
条
例
に
よ

る
事
務
処
理
特
例
制
度
を
利
用
し
た
の
が
、
辺
野
古

米
軍
基
地
建
設
の
た
め
の
埋
立
て
の
賛
否
を
問
う
県

民
投
票
条
例
で
す
（
同
条
例
第
13
条
）。

【
辺
野
古
米
軍
基
地
建
設
の
た
め
の
埋
立
て
の
賛
否

を
問
う
県
民
投
票
条
例
】

（
県
民
投
票
事
務
の
執
行
）

第
３
条　

県
民
投
票
に
関
す
る
事
務
は
、
知
事
が

執
行
す
る
。

（
事
務
処
理
の
特
例
）

第
13
条　

第
３
条
に
規
定
す
る
知
事
の
事
務
の
う

ち
、
投
票
資
格
者
名
簿
の
調
製
、
投
票
及
び
開

票
の
実
施
そ
の
他
の
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、

地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第

２
５
２
条
の
17
の
２
の
規
定
に
よ
り
、
市
町
村

が
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
。

こ
の
制
度
は
、
都
道
府
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る

事
務
の
一
部
を
移
譲
先
の
市
町
村
長
と
の
協
議
を
経

て
、
都
道
府
県
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市

町
村
が
処
理
で
き
る
よ
う
に
す
る
仕
組
み
で
す
。
し

か
し
、
市
町
村
に
権
限
を
移
譲
し
た
か
ら
と
い
っ
て

当
然
に
、
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
法
令
に
定

め
ら
れ
た
事
務
（
自
治
法
第
１
８
６
条
）
に
加
え
て
、

移
譲
さ
れ
た
事
務
を
執
行
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
地
方
自
治
法
】

第
１
８
６
条　

選
挙
管
理
委
員
会
は
、
法
律
又
は

こ
れ
に
基
づ
く
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
が
処
理
す
る
選
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市
町
村
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
こ
う
し
た
都
道
府
県
知
事
と
市
町
村
長
と

の
関
係
に
上
下
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
旧
地
方

自
治
法
第
１
５
３
条
第
２
項
の
規
定
は
、平
成
12
年
、

地
方
分
権
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備

等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
よ
り
な
く
な
り
ま
し

た
。
こ
の
代
わ
り
に
制
定
さ
れ
た
の
が
、
条
例
に
よ

る
事
務
処
理
特
例
制
度
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
条
例
に
よ
る
事
務
処
理
特
例
制
度
に

つ
い
て
定
め
る
地
方
自
治
法
第
２
５
２
条
の
17
の
２

の
規
定
上
、
権
限
の
移
譲
に
当
た
っ
て
、
都
道
府
県

知
事
は
、
市
町
村
長
と
の
協
議
だ
け
行
え
ば
よ
く（

（（
（

、

市
町
村
長
の
同
意
ま
で
は
求
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
市
町
村
が
住
民
自
治
を

最
も
身
近
で
実
現
で
き
る
基
礎
自
治
体
で
あ
り
、
都

道
府
県
と
市
町
村
が
対
等
・
協
力
関
係
の
下
で
自
治

を
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
考
え
る

と
、
事
実
上
、
市
町
村
長
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
、

権
限
の
移
譲
は
困
難
で
す
。

こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
例
え
ば
、
鹿
児
島
県
は
、

平
成
17
年
７
月
に
「
権
限
移
譲
プ
ロ
グ
ラ
ム
～
自
立

性
の
高
い
基
礎
自
治
体
と
地
域
中
核
都
市
の
形
成
を

目
指
し
て
～
」（

（（
（

を
定
め
ま
し
た
。
同
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、

「
市
町
村
が
自
主
的
・
主
体
的
に
政
策
目
標
を
達
成

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
そ
れ
ぞ
れ
の
市
町
村
の

希
望
に
対
応
し
、
個
別
に
権
限
移
譲
を
進
め
る
」
と

挙
に
関
す
る
事
務
及
び
こ
れ
に
関
係
の
あ
る
事

務（
（（
（

を
管
理
す
る
。

よ
っ
て
、
こ
の
制
度
を
利
用
す
る
場
合
で
あ
っ
て

も
、
市
町
村
に
移
譲
し
た
の
ち
、
当
該
事
務
の
移
譲

を
受
け
た
市
町
村
長
が
地
方
自
治
法
第
１
８
０
条
の

２
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
選
挙
管
理
委
員
会
と

協
議
し
、
事
務
の
委
任
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

【
地
方
自
治
法
】

第
１
８
０
条
の
２　

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長

は
、
そ
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
、
当

該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
委
員
会
又
は
委
員
と

協
議
し
て
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
委
員
会
、

委
員
会
の
委
員
長（
教
育
委
員
会
に
あ
つ
て
は
、

教
育
長
）、
委
員
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
執
行
機

関
の
事
務
を
補
助
す
る
職
員
若
し
く
は
こ
れ
ら

の
執
行
機
関
の
管
理
に
属
す
る
機
関
の
職
員
に

委
任
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
執
行
機
関
の
事
務
を

補
助
す
る
職
員
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
執
行
機
関

の
管
理
に
属
す
る
機
関
の
職
員
を
し
て
補
助
執

行
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
政
令
で

定
め
る
普
通
地
方
公
共
団
体
の
委
員
会
又
は
委

員
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
同
じ
く
沖
縄
県
で
制
定
さ
れ
た
日
米

地
位
協
定
の
見
直
し
及
び
基
地
の
整
理
縮
小
に
関
す

る
県
民
投
票
条
例
で
は
、
辺
野
古
米
軍
基
地
建
設
の

た
め
の
埋
立
て
の
賛
否
を
問
う
県
民
投
票
条
例
の
よ

う
に
事
務
処
理
の
特
例
に
つ
い
て
定
め
る
規
定
は
あ

り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。

【
日
米
地
位
協
定
の
見
直
し
及
び
基
地
の
整
理
縮
小

に
関
す
る
県
民
投
票
条
例
】

（
県
民
投
票
事
務
の
執
行
）

第
４
条　

県
民
投
票
に
関
す
る
事
務
は
、
知
事
が

執
行
す
る
も
の
と
す
る

こ
れ
は
、
日
米
地
位
協
定
の
見
直
し
及
び
基
地
の

整
理
縮
小
に
関
す
る
県
民
投
票
条
例
が
制
定
さ
れ
た

当
時
、
都
道
府
県
知
事
は
、
そ
の
権
限
に
属
す
る
事

務
の
一
部
を
市
町
村
に
委
任
す
る
規
定
（
旧
自
治
法

第
１
５
３
条
第
２
項
）
を
根
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き

た
か
ら
で
す
。
す
な
わ
ち
、
当
時
の
規
定
で
は
、
都

道
府
県
知
事
は
、
そ
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部

を
当
該
市
町
村
長
な
ど
と
事
前
の
協
議
な
ど
の
手
続

を
経
る
こ
と
な
く
市
町
村
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で

き
、
委
任
さ
れ
た
以
上
は
、
い
か
な
る
事
由
が
あ
っ

て
も
こ
れ
を
拒
否
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
解
さ
れ

て
い
た
か
ら
で
す（

（（
（

。

【
旧
地
方
自
治
法
第
１
５
３
条
】

２　

都
道
府
県
知
事
は
、
そ
の
権
限
に
属
す
る
事

務
の
一
部
を
そ
の
管
理
に
属
す
る
行
政
庁
又
は
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し
、
権
限
の
移
譲
に
当
た
っ
て
は
、「
そ
れ
ぞ
れ
の

市
町
村
の
希
望
に
対
応
」
す
る
と
し
て
い
る
こ
と
か

ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
移
譲
先
の
市
町
村
の
意
向
を

尊
重
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
解
説
し
て
き
た
よ
う
に
、
条
例
に
よ
る

事
務
処
理
特
例
制
度
と
は
、
都
道
府
県
知
事
の
権
限

に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
、
都
道
府
県
の
判
断
に
よ

り
、
あ
る
い
は
市
町
村
側
の
要
望
に
よ
り
、
移
譲
先

の
市
町
村
長
と
の
協
議
を
経
て
地
域
の
実
情
に
応
じ

て
市
町
村
が
処
理
で
き
る
よ
う
に
す
る
仕
組
み
で

す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
条
例
に
よ
る
事
務
処
理
の

特
例
制
度
の
対
象
と
な
る
事
務
は
、
法
令
や
条
例
に

よ
り
都
道
府
県
知
事
の
権
限
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の

う
ち
、
地
域
の
実
情
か
ら
市
町
村
に
移
譲
し
、
当
該

市
町
村
の
創
意
工
夫
に
よ
り
執
行
し
た
方
が
地
方
自

治
の
本
旨
に
、よ
り
適
う
と
考
え
ら
れ
る
事
務
で
す
。

こ
の
点
、
県
民
投
票
に
係
る
事
務
は
、
そ
の
性
格
か

ら
し
て
市
町
村
に
移
譲
し
、
執
行
す
る
こ
と
が
相
応

し
い
事
務
と
い
え
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
す
。

な
お
、
条
例
に
よ
る
事
務
処
理
特
例
制
度
に
よ
り

市
町
村
に
県
民
投
票
の
実
施
が
義
務
付
け
ら
れ
た
場

合
で
あ
っ
て
も
、
当
該
実
施
を
義
務
付
け
ら
れ
た
市

町
村
の
議
会
が
、
政
治
的
理
由
な
ど
か
ら
県
民
投
票

の
実
施
に
反
対
し
、
県
民
投
票
実
施
に
係
る
予
算
の

執
行
を
否
決
す
る
場
合
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
場

合
、
市
町
村
長
は
ど
の
よ
う
な
対
応
が
可
能
で
し
ょ

う
か
。
議
会
が
否
決
し
た
場
合
、
市
町
村
長
は
、
県

民
投
票
に
係
る
事
務
が
条
例
に
よ
る
事
務
処
理
の
特

例
制
度
に
よ
り
負
担
す
る
、
い
わ
ゆ
る
義
務
的
経
費

（
自
治
法
第
１
７
７
条
第
１
項
第
１
号
）
で
あ
る
こ

と
か
ら
こ
れ
を
再
議
に
付
し
た
上
で
、
執
行
す
る
こ

と
は
可
能
で
す
（
同
条
第
２
項
）。

【
地
方
自
治
法
】

第
１
７
７
条　

普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
に
お

い
て
次
に
掲
げ
る
経
費
を
削
除
し
又
は
減
額
す

る
議
決
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
経
費
及
び
こ
れ

に
伴
う
収
入
に
つ
い
て
、
当
該
普
通
地
方
公
共

団
体
の
長
は
、
理
由
を
示
し
て
こ
れ
を
再
議
に

付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
１
）
法
令
に
よ
り
負
担
す
る
経
費
、
法
律
の

規
定
に
基
づ
き
当
該
行
政
庁
の
職
権
に
よ
り

命
ず
る
経
費
そ
の
他
の
普
通
地
方
公
共
団
体

の
義
務
に
属
す
る
経
費

（
２
）
非
常
の
災
害
に
よ
る
応
急
若
し
く
は
復

旧
の
施
設
の
た
め
に
必
要
な
経
費
又
は
感
染

症
予
防
の
た
め
に
必
要
な
経
費

２　

前
項
第
１
号
の
場
合
に
お
い
て
、
議
会
の
議

決
が
な
お
同
号
に
掲
げ
る
経
費
を
削
除
し
又
は

減
額
し
た
と
き
は
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体

の
長
は
、
そ
の
経
費
及
び
こ
れ
に
伴
う
収
入
を

予
算
に
計
上
し
て
そ
の
経
費
を
支
出
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

３　

第
１
項
第
２
号
の
場
合
に
お
い
て
、
議
会
の

議
決
が
な
お
同
号
に
掲
げ
る
経
費
を
削
除
し
又

は
減
額
し
た
と
き
は
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団

体
の
長
は
、
そ
の
議
決
を
不
信
任
の
議
決
と
み

な
す
こ
と
が
で
き
る
。

右
の
よ
う
に
県
民
投
票
の
事
務
を
市
町
村
に
処
理

さ
せ
る
に
当
た
っ
て
、
条
例
に
よ
る
事
務
処
理
特
例

制
度
を
利
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
制
度
の
本
来

的
趣
旨
か
ら
し
て
も
、
ま
た
、
事
務
処
理
の
権
限
が

市
町
村
に
移
っ
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
し
て
も
適
切
と

は
言
い
が
た
い
面
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
県
民
投

票
事
務
の
よ
う
に
県
の
定
め
た
ル
ー
ル
通
り
、
忠
実

に
執
行
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
事
務
に
つ
い
て

は
、
地
方
自
治
法
第
２
５
２
条
の
16
の
２
に
定
め
る
事

務
の
代
替
執
行
の
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
が
適
切
で

し
ょ
う
。

【
地
方
自
治
法
】

（
事
務
の
代
替
執
行
）

第
２
５
２
条
の
16
の
２　

普
通
地
方
公
共
団
体

は
、
他
の
普
通
地
方
公
共
団
体
の
求
め
に
応
じ

て
、
協
議
に
よ
り
規
約
を
定
め
、
当
該
他
の
普

通
地
方
公
共
団
体
の
事
務
の
一
部
を
、
当
該
他

の
普
通
地
方
公
共
団
体
又
は
当
該
他
の
普
通
地

方
公
共
団
体
の
長
若
し
く
は
同
種
の
委
員
会
若

し
く
は
委
員
の
名
に
お
い
て
管
理
し
及
び
執
行

す
る
こ
と
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て



95◆自治体法務研究 2024・秋

ま
と
め

住
民
投
票
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
投
票
対

象
と
な
っ
て
い
る
テ
ー
マ
が
、
住
民
投
票
に
よ
り
意

見
表
明
す
る
こ
と
が
妥
当
な
も
の
な
の
か
、
そ
の
必

要
性
は
あ
る
の
か
、
そ
し
て
住
民
投
票
実
施
に
当

た
っ
て
生
ず
る
技
術
上
の
諸
課
題
を
解
決
す
る
こ
と

は
可
能
か
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
は

も
ち
ろ
ん
で
す
。
し
か
し
、
よ
り
重
要
な
の
は
、
住

民
投
票
結
果
を
正
当
な
も
の
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
よ

う
な
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
で
す
。

具
体
的
に
は
、
投
票
結
果
を
住
民
が
も
と
も
と
持
っ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

て
い
る
考
え
を
単
に
集
計
し
た
結
論

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

で
は
な
く
、
多4

様
な
情
報
と
知
識
、
そ
し
て
そ
れ
ら
に
基
づ
く
熟
議

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

を
経
て
た
ど
り
着
い
た
考
え
を
集
約
し
た
結
論

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
す

る
た
め
の
事
前
プ
ロ
セ
ス
を
投
票
実
施
者
に
お
い
て

十
分
に
確
保
で
き
る
か
ど
う
か
で
す
。

こ
う
し
た
事
前
プ
ロ
セ
ス
を
確
保
す
る
た
め
に

は
、
投
票
権
者
が
合
理
的
な
判
断
を
行
う
上
で
必
要

と
な
る
情
報
や
知
識
を
学
ぶ
機
会
が
制
度
と
し
て
保

障
さ
れ
、
そ
れ
を
前
提
と
す
る
熟
議
の
た
め
の
場
が

一
定
期
間
に
わ
た
り
、
広
く
提
供
さ
れ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
な
お
、
議
論
に
参
加
す
る
者
は
、
自
分

の
考
え
を
最
終
的
に
押
し
通
そ
う
と
い
う
態
度
で
臨

む
の
で
は
な
く
、
他
者
の
意
見
に
耳
を
傾
け
な
が
ら

自
ら
の
考
え
を
修
正
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
持
っ
て

「
事
務
の
代
替
執
行
」
と
い
う
。）
が
で
き
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
り
事
務
の
代
替
執
行
を
す

る
事
務
（
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
「
代
替
執
行

事
務
」
と
い
う
。）
を
変
更
し
、
又
は
事
務
の

代
替
執
行
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
関

係
普
通
地
方
公
共
団
体
は
、同
項
の
例
に
よ
り
、

協
議
し
て
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

第
２
５
２
条
の
２
の
２
第
２
項
及
び
第
３
項

本
文
の
規
定
は
前
２
項
の
規
定
に
よ
り
事
務
の

代
替
執
行
を
し
、
又
は
代
替
執
行
事
務
を
変
更

し
、
若
し
く
は
事
務
の
代
替
執
行
を
廃
止
す
る

場
合
に
、
同
条
第
４
項
の
規
定
は
第
１
項
の
場

合
に
準
用
す
る
。

な
お
、
事
務
の
代
替
執
行
に
類
似
の
制
度
と
し
て

事
務
の
委
託
制
度
（
自
治
法
第
２
５
２
条
の
14
）
が

あ
り
ま
す
。

【
地
方
自
治
法
】

（
事
務
の
委
託
）

第
２
５
２
条
の
14　

普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
協

議
に
よ
り
規
約
を
定
め
、
普
通
地
方
公
共
団
体

の
事
務
の
一
部
を
、
他
の
普
通
地
方
公
共
団
体

に
委
託
し
て
、
当
該
他
の
普
通
地
方
公
共
団
体

の
長
又
は
同
種
の
委
員
会
若
し
く
は
委
員
を
し

て
管
理
し
及
び
執
行
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
り
委
託
し
た
事
務
を
変
更

し
、
又
は
そ
の
事
務
の
委
託
を
廃
止
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
関
係
普
通
地
方
公
共
団
体
は
、

同
項
の
例
に
よ
り
、
協
議
し
て
こ
れ
を
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

第
２
５
２
条
の
２
の
２
第
２
項
及
び
第
３
項

本
文
の
規
定
は
前
２
項
の
規
定
に
よ
り
普
通
地

方
公
共
団
体
の
事
務
を
委
託
し
、
又
は
委
託
し

た
事
務
を
変
更
し
、
若
し
く
は
そ
の
事
務
の
委

託
を
廃
止
す
る
場
合
に
、
同
条
第
4
項
の
規
定

は
第
１
項
の
場
合
に
こ
れ
を
準
用
す
る
。

事
務
委
託
の
制
度
と
事
務
の
代
替
執
行
の
制
度
と

の
違
い
で
す
が
、
事
務
委
託
の
制
度
が
、
委
託
を
受

け
た
自
治
体
の
機
関
に
よ
り
受
託
事
務
を
自
身
の
事

務
と
し
て
管
理
し
執
行
す
る（

（（
（

の
に
対
し
、
事
務
の
代

替
執
行
の
制
度
は
、
代
替
す
る
自
治
体
が
代
替
を
求

め
た
自
治
体
の
執
行
機
関
の
名
に
お
い
て
事
務
処
理

す
る
こ
と
に
よ
り
、
代
替
を
求
め
た
自
治
体
の
機
関

が
執
行
し
た
も
の
と
し
て
そ
の
効
果
が
生
じ
る（

（（
（

も
の

で
す
。
い
ず
れ
の
制
度
を
利
用
す
る
場
合
に
も
、
関

係
自
治
体
の
議
会
の
議
決
を
経
て
、
都
道
府
県
と
市

町
村
の
間
で
規
約
を
定
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

事
務
の
代
替
執
行
の
方
式
を
利
用
す
る
場
合
で

あ
っ
て
も
政
治
的
理
由
や
地
域
の
実
情
な
ど
か
ら
協

力
が
得
ら
れ
な
い
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
住
民
投
票
の

区
域
か
ら
除
外
す
る
、
あ
る
い
は
、
都
道
府
県
が
直

接
執
行
す
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
し
ょ
う
。

8
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臨
む
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、加
え
て
、

議
論
で
は
、
少
数
意
見
も
参
照
さ
れ
、
固
定
観
念
に

囚
わ
れ
な
い
党
派
を
超
え
た
自
由
・
闊
達
な
議
論
が

行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん（

（（
（

。

注（
15
）
選
挙
管
理
委
員
会
の
所
掌
事
務
は
、
①
「
当
該
普

通
地
方
公
共
団
体
が
処
理
す
る
選
挙
に
関
す
る
事

務
」及
び
②「
こ
れ
に
関
係
の
あ
る
事
務
」で
あ
る（
自

治
法
１
８
６
条
）。
こ
の
う
ち
、「
当
該
普
通
地
方
公

共
団
体
が
処
理
す
る
選
挙
に
関
す
る
事
務
」
と
は
、

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
又
は
議
会
の
選
挙
、
衆
議

院
議
員
ま
た
は
参
議
院
議
員
の
選
挙
は
も
と
よ
り
、

例
え
ば
土
地
改
良
法
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
土
地

改
良
区
の
総
代
会
の
総
代
の
選
挙
に
関
す
る
事
務

（
土
地
改
良
法
23
条
４
項
）
の
よ
う
な
も
の
も
含
む
と

さ
れ
る
。
ま
た
、「
こ
れ
に
関
係
あ
る
事
務
」
と
は
、

選
挙
又
は
当
選
の
争
訟
に
関
す
る
事
務
、
直
接
請
求

に
関
す
る
事
務
の
ほ
か
、
一
の
地
方
公
共
団
体
の
み

に
適
用
さ
れ
る
特
別
法
に
係
る
投
票
（
憲
法
95
条
、

自
治
法
２
６
１
条
、
２
６
２
条
）
に
関
す
る
事
務
、

大
都
市
地
域
特
別
区
設
置
法
に
よ
る
特
別
区
の
設
置

に
つ
い
て
の
選
挙
人
の
投
票
（
同
法
７
条
）、
最
高
裁

判
所
裁
判
官
の
国
民
審
査
（
憲
法
79
条
、
最
高
裁
判

所
裁
判
官
国
民
審
査
法
）
に
関
す
る
事
務
等
で
あ
る

（
松
本
英
昭
『
新
版　

逐
条
地
方
自
治
法
〔
第
９
次
改

訂
版
〕』（
学
陽
書
房
、
２
０
１
７
年
）
６
７
１
頁
）。

こ
の
た
め
、
住
民
投
票
に
係
る
事
務
は
「
当
該
普
通

地
方
公
共
団
体
が
処
理
す
る
選
挙
に
関
す
る
事
務
」

及
び
「
こ
れ
に
関
係
あ
る
事
務
」
の
い
ず
れ
に
も
含

ま
れ
な
い
。

（
16
）
長
野
士
郎
『
逐
条
地
方
自
治
法
〔
第
12
次
改
訂
新

版
〕』（
学
陽
書
房
、
１
９
９
５
年
）
４
５
３
頁
。

（
17
）
市
町
村
長
に
協
議
す
ら
拒
否
さ
れ
た
場
合
に
は
、

条
例
に
よ
る
事
務
処
理
特
例
制
度
を
利
用
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。

（
18
）
鹿
児
島
県
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
権
限
移
譲
プ
ロ
グ

ラ
ム
に
基
づ
く
権
限
移
譲
の
概
要
」http://w

w
w

.

pref.kagoshim
a.jp/ab08/kensei/shityoson/

gyosei/bunken.htm
l

（
令
和
５
年
11
月
15
日
最
終

閲
覧
）。

（
19
）
こ
の
よ
う
に
地
方
自
治
法
上
の
事
務
の
委
託
は
、

民
法
上
の
委
託
と
は
異
な
り
、
管
理
執
行
権
限
が
受

託
者
に
移
り
、
委
託
者
は
管
理
執
行
権
限
を
喪
失
す

る
制
度
で
あ
る
（
宇
賀
克
也
『
地
方
自
治
法
概
説
〔
第

10
版
〕』（
有
斐
閣
、
２
０
２
３
年
）
１
２
１
頁
）。

（
20
）
こ
の
よ
う
に
事
務
の
委
託
と
は
異
な
り
、
事
務
の

代
替
執
行
の
場
合
、
当
該
事
務
の
処
理
権
限
は
、
事

務
の
代
替
執
行
の
求
め
を
行
っ
た
地
方
公
共
団
体
に

残
る
（
宇
賀
・
前
掲
注
（
19
）
１
２
３
頁
）。

（
21
）
熟
議
の
実
践
に
つ
い
て
の
取
組
を
紹
介
す
る
近
著

と
し
て
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
（
経
済
協
力
開
発
機
構
）O

pen 

Governm
ent U

nit

（
日
本
ミ
ニ
・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ス

研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム
訳
）『
世
界
に
学
ぶ
ミ
ニ
・
パ
ブ

リ
ッ
ク
ス
：
く
じ
引
き
と
熟
議
に
よ
る
民
主
主
義
の

つ
く
り
か
た
』（
学
芸
出
版
社
、２
０
２
３
年
）
が
あ
る
。


